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官民データ活用推進基本法



官民データ活用推進基本法

2016年（平成28年）12月に
施工された法律

以下、「官デ法」といいます



官民データ活用推進基本法

第9条

都道府県は、官民データ活用推進基本法に則
して、当該都道府県の区域における官民デー
タ活用の推進に関する施策について、基本的
な計画を定めなければならない。



官デ法に則した
都道府県官民データ活用推進計画

北海道ICT利活用推進計画

イコール

以下、「ICT計画」といいます



2018（H30）～2021（H33）までの

4カ年計画



官民データ活用推進基本法

第9条

都道府県は、官民データ活用推進基本法に則
して、当該都道府県の区域における官民デー
タ活用の推進に関する施策について、基本的
な計画を定めなければならない。



ICT計画は
道庁と道内市町村全体の計画



ICT計画には
何が書いてある？



1. 北海道の「めざす姿」の実現に向けたICTの利活用

2. 基本的な考え方

3. 重点的に取り組む施策

4. 4つの基本方針にかかる施策の展開方向

5. 計画推進体制

目次から



1. 北海道の「めざす姿」の実現に向けたICTの利活用

2. 基本的な考え方

3. 重点的に取り組む施策

4. 4つの基本方針にかかる施策の展開方向

5. 計画推進体制

目次から



① IoT、オープンデータ、ビッグデータ、AI等の活用推進

② テレワークの推進

③ マイナンバー制度の円滑な運用等

④ 情報通信基盤の維持・整備

⑤ サイバーセキュリティ対策の推進

⑥ 人材育成・普及啓発（プログラミング教育、セキュリ

ティ人材）

３．重点的に取り組む施策
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オープンデータは
一番に取り組むべきこと！



官民データ活用推進基本法

第11条

国及び地方公共団体は、自ら保有する官民
データについて、個人及び法人の権利利益、
国の安全が害されることがないようにしつつ、
国民がインターネットその他の高度情報通信
ネットワークを通じて容易に利用できるよう、
必要な措置を講ずるものとする。



行政のデータは
基本オープンデータ！
インターネットで容易に

入手できるようにしなければ
いけません！



法律で義務化されています



目標



ICT計画では
2020年までに

道内全ての市町村において
オープンデータの取組を進める！



ICT計画は
道庁と道内市町村全体の計画



目標

みんなで協力して
目標を目指しましょう



オープンデータデータの
公開方法



1. 市町村のホームページ

2. 北海道オープンデータポータル

3. HODaP

データの公開方法は、
市町村の状況によって選択できます



市町村のホームページで公開



オープンデータにしたい
データがあるページに
次の文章を書くだけで

そのデータはオープンデータに！



「このページの情報は、オープンデータとして自
由に二次利用することが可能です。
利用する場合には、出所明示を行ってください。
（CC-BY）
詳しくは利用規約をご確認ください。」





もしくはこのマークを
貼るだけ



室蘭市のホームページ



ホームページの更新作業と同じです。

簡単ですね。



利用規約があった方がいい場合は
北海道の利用規約を

マネして作ってください。



「地域をつなげるネットワーク」に
ファイルを置いています



オープンデータに関する
説明ページを作っておくと親切です

例：音更町ホームページのオープンデータのページ



北海道オープンデータポータル



2018年8月
北海道と道内市町村

（HARP参加団体120市町村）
が共同でデータを登録できる
ポータルサイトをオープン





項目 内容 備考

ＵＲＬ https://wwwharp.l
g.jp/opendata

パッケージ SHIRASAGI オープンソースCMSソフトウエア

主な機能 ・データカタログ
・外部へのリンク
・おしらせ

データ保存容量 30MB／1自治体 承認で保存容量の増加は可能

利用規約 あり https://wwwharp.lg.jp/opendata/terms.html

＜システム概要＞



一つのデータセットに
複数のファイルを登録できます。



データの登録も簡単にできます



利用規約もあるので、
個々で作成する必要もありません



ダウンロード数が分かるので、
ニーズをつかみやすい

北海道の「道内医療機関名簿」
は3ヶ月で800以上の
ダウンロード数！



ホームページへのリンクすることも
可能です

リンクの場合は、
ダウンロード数は
カウントされません



複数の市町村のデータが
一つの場所で検索出来るので便利！



HARP参加団体の120市町村は
ポータルサイトで簡単に

オープンデータを公開出来ます

HARP参加団体

参加していない団体



59市町村はどうするの？

HARP参加団体

参加していない団体



HODaP（ほだっぷ）



HODaPは、
北海道オープンデータ推進協議会が

作成した、
オープンデータ用のプラットフォーム





CKANを使ったプラットフォーム
自治体は無料で利用できる



利用したい方は、
北海道オープンデータ推進協議会へ

問い合わせてください



なんか、いろいろあって
利用しづらくない？



そうですね、利用しづらいかもしれません

しかし、



同時に同じ目的に向かう人たちが
複数いたということ

頂上に行きやすい
ように道を作ろう



目標は同じなので
協力して進めていきます！

同じこと
考えていた！



北海道はでっかいし、
市町村数も都府県の数倍！



いろいろな選択肢があって
いいと思います。



「オープンデータ」なので、
データはどこにあってもよい
それぞれつながればよい



それぞれリンク



国のポータルへの登録



市町村が
オープンデータの取組を始めたら、

国の内閣官房IT総合戦略室へ
報告して、政府CIOポータルに

登録してもらいます



政府CIOポータルサイト



オープンデータ取組済自治体資料



登録の条件



• 市町村のホームページでオープンデータを
公開している
＜または＞

• 市町村のホームページでオープンデータの
保存場所へのリンクを記載している

• 市町村のホームページでオープンデータの
取組をしていることを記載している
＜そして＞

登録の条件







国への連絡は、
北海道が行いますので、

オープンデータの取組を始めたら
北海道情報政策課IoT推進グループへ

連絡ください


